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○敦賀市重症心身障害児（者）等福祉手当支給条例 

昭和44年10月１日条例第27号 

改正 

昭和46年７月12日条例第23号 

昭和47年３月30日条例第11号 

昭和49年７月20日条例第37号 

昭和50年３月25日条例第15号 

昭和50年12月25日条例第37号 

昭和57年６月30日条例第18号 

昭和63年３月25日条例第11号 

平成11年３月26日条例第８号 

平成12年９月29日条例第44号 

敦賀市重症心身障害児（者）等福祉手当支給条例 

（目的） 

第１条 この条例は、重症心身障害児（者）、重度身体障害児（者）及び重度知的障害児（者）（以

下「障害児（者）」という。）について、重症心身障害児（者）等福祉手当（以下「手当」とい

う。）を支給することにより、障害児（者）の福祉増進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この条例において「障害児（者）」とは、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。ただし第４号については、別表の重症心身障害児（者）等福祉手当受給資格判定基準

に該当するものをいう。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）（以下「法」という。）第15条第４項の規定に

より身体障害者手帳の交付を受けた者（本人が15歳未満である場合において、その者に代って

交付を受けた保護者を含む。以下「身体障害者手帳所持者」という。）で身体障害者福祉法施

行規則（昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。）別表第５号に定める３級以上の心

身障害児（者） 

(２) 身体障害者手帳所持者で規則別表第５号に定める２級以上の肢体不自由児（者） 

(３) 身体障害者手帳所持者で規則別表第５号に定める２級以上の視覚障害児（者） 

(４) 重度知的障害児（者） 

(５) 前各号にかかげる者以外の２級以上の身体障害者手帳所持者 
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（支給要件） 

第３条 市長は、本市に居住する障害児（者）の父若しくは母がその障害児（者）を監護するとき、

又は父母がいないか若しくは父母が監護しない場合において、障害児（者）の父母以外の者がそ

の障害児（者）を監護するときは、その父若しくは母又はその監護者に対して手当を支給する。

ただし、監護者がいない者又は視覚障害者については本人に支給することができる。 

２ 前項の場合において、障害児（者）を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主とし

て障害児（者）の生計を維持する者（当該父及び母が当該障害児（者）の生計を維持しないもの

であるときは、当該障害児（者）を主として監護する者）に支給する。 

３ 前項の規定により手当を受けた者（以下「手当受給者」という。）は、これを監護する障害児

（者）の福祉増進のために使用しなければならない。 

４ 第２条第５号に該当する者にあっては、本人の前年所得が国民年金法（昭和34年法律第141号）

第36条の３第１項に規定する政令で定める額以下の者に支給する。 

（支給の制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、当該身体障害児（者）が次の各号の一に該当するときは、手当

を支給しない。 

(１) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条に定める第一種社会福祉事業の施設（国立療養

所の重症心体障害児及び進行性筋萎縮症児病棟を含む。）に収容されている者 

(２) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）第17条に定める福祉手当

の受給認定を受けた者 

（受給資格の認定） 

第５条 手当の支給要件に該当する者が手当に支給を受けようとするときは、市長に申請書を提出

して、その受給資格について認定を受けなければならない。 

（支給額及び支給方法） 

第６条 手当の支給額は、月額１人3,000円とする。ただし、第２条第５号に規定する者にあっては、

月額１人2,000円とする。 

２ 手当は前条の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を喪失した日の属する

月まで支給する。 

３ 手当は毎年７月、10月、１月及び４月の４期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前

支払期月に支払うべきであった手当、又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当

は、その支払期月でない月であっても支払うことができるものとする。 
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（未支払の手当） 

第７条 市長は、手当受給者が死亡のためその者に支払うべき手当を支給できないときは、その者

が監護していた障害児（者）にその手当を支給することができる。 

（受給資格の喪失） 

第８条 手当の受給者又は障害児（者）が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資

格を喪失する。 

(１) 障害児（者）を監護しなくなったとき 

(２) 手当受給者が死亡又は本市に居住しなくなったとき 

(３) 監護する障害児（者）が第２条の規定する障害児（者）でなくなったとき 

(４) 障害児（者）が死亡したとき 

（支給の停止） 

第９条 市長は、手当受給者が第３条第３項の規定に違反した場合並びに正当な理由がなく第11条

に規定する書類を提出しなかった場合は、手当の支給を停止することができる。 

（手当の返還） 

第10条 手当受給者が偽り、その他不正の手段により手当の支給を受けたときは、市長は、その者

に支給した手当の全部又は一部を返還させる。 

（譲渡の禁止） 

第11条 手当を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。 

（調査） 

第12条 市長は、必要があると認めたときは受給資格者に対して受給資格の有無及び手当の額の決

定のために必要な事項に関する書類を提出させ、又はこれらの事項に関し市職員をして受給資格

者若しくはその他の関係人に質問させることができる。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和44年４月１日から適用する。 

（暫定措置） 

２ 敦賀市心身障害児童年金条例により受給資格があった者は、第４条の規定による受給資格の認

定があったものとみなす。 
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３ 昭和44年12月31日までに受給資格の認定を申請した者で、昭和44年３月31日以前に第３条に該

当する者にあっては昭和44年４月１日に、同日以後に同条の規定に該当するに至った者にあって

は、その該当する日に申請があったものとみなす。 

４ 前２項に該当する者は、第５条第２項の規定にかかわらず認定の日の属する月から支給する。 

５ 敦賀市心身障害児童年金条例（昭和43年条例第９号）は廃止する。 

附 則（昭和46年７月12日条例第23号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和46年４月１日から適用する。 

（暫定措置） 

２ 条例第２条第３号に該当し、昭和46年９月30日までに受給資格の認定を申請した者で、昭和46

年３月31日以前に第３条に該当する者にあっては昭和46年４月１日に、同日以後に同条の規定に

該当するに至った者にあっては、その該当する日に申請があったものとみなす。 

３ 前項に該当する者は、第５条第２項の規定にかかわらず認定の日の属する月から支給する。 

附 則（昭和47年３月30日条例第11号） 

この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和49年７月20日条例第37号） 

この条例は、昭和49年８月１日から施行する。 

附 則（昭和50年３月25日条例第15号） 

この条例は、昭和50年４月１日から施行する。 

附 則（昭和50年12月25日条例第37号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月１日から適用する。 

附 則（昭和57年６月30日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年３月25日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年３月26日条例第８号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年９月29日条例第44号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律
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の施行に伴う関係条例の整備に関する条例は、平成12年６月７日から適用する。 
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別表（第２条関係） 

重症心身障害児（者）等福祉手当受給資格判定基準 

１ 規則別表第５号の３級以上に該当し、附表１の動作機能の評価「０」が全項目中15項目以上

で、知能指数がおおむね75以下の者 

２ 規則別表第５号の３級以上に該当し、附表１の動作機能３～16の項目中評価「１」以下が13

項目以上で、知能指数がおおむね50以下の者 

３ 規則別表第５号の２級以上に該当する肢体不自由児（者）で、社会福祉法（昭和26年法律第

45号）第14条第１項に規定する所管の福祉事務所において附表２の評価数値の合計が「10」以

下と認定された者 

４ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、次のいずれかに該当すると判定された者 

(１) 知的障害児（者）であって、知能指数がおおむね35以下の者 

(２) 知的障害児（この場合15歳未満をいう。）であって、附表３の行動面若しくは保健面に

おいて１度又は２度を１個以上有する者 

(３) 知的障害者（この場合15歳以上をいう。）であって、附表３において１度又は２度を１

個以上有する者 



7/8 

 



8/8 

 


